
 

世界の「AIOIYAMA」プロジェクト検討会議（第６回） 

 

日 時：平成２８年６月１０日 

場 所：本庁舎２階 第１会議室 

                     

 

＜ 議 題 ＞ 

   

 

 １ 各作業部会の検討状況について 【資料１、２、３、４】 

 

 

 

２ その他 

    ・次回の検討会議について 

 



世界の「AIOIYAMA」プロジェクト検討会議設置要綱 

 

（趣旨）  

第 1 条 弥富相生山線の道路事業の廃止及び近隣住宅地への通過自動車の入り

込み対策、相生山緑地の整備等について、その方向性や内容等を検討するた

め、『世界の「AIOIYAMA」プロジェクト検討会議』（以下「検討会議」という。 ）

を設置する。 

 

（構成） 

第 2 条 検討会議に会長、副会長及び委員を置く。 

2 会長は市長、副会長は緑政土木局を所管する副市長とし、委員は別表第 1

に掲げる職にある者で構成する。 

 

 （職務） 

第 3 条 会長は検討会議の事務を総理する。 

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

 

（所掌事務） 

第 4 条 検討会議は、次に掲げる事務を処理する。 

(1) 各局の役割分担及び検討の進め方に関すること。 

(2) 弥富相生山線の道路事業の廃止に関すること。 

(3) 弥富相生山線の近隣住宅地への通過自動車の入り込み対策に関すること。 

(4) 相生山緑地の整備に関すること。 

(5) 市民への説明及び市民意見の聴取に関すること。 

  (6) 第 6 条に規定する作業部会への検討指示に関すること。 

(7) その他必要と認めること。 

 

 

 

（案） 



（委員による会議の開催）  

第 5 条 会長は、必要に応じて委員による会議（以下この条において「会議」

という。 ）を招集する。 

2 会議の議長は会長が行うものとし、会議の議事の進行及び総括をするもの

とする。 

3  会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、

説明又は意見を聴くことができる。 

 

（作業部会）  

第 6 条 検討会議の所掌事務について、委員による会議の開催に先立って調査

及び検討を行うため、検討会議の内部組織として別表第 2 左欄に定める作業

部会を設置する。  

2 作業部会に部会長、部会員を置く。 

3 部会長は、道路事業廃止作業部会については緑政土木局道路建設部長と、

交通対策作業部会については緑政土木局路政部長と、緑地整備作業部会につ

いては緑政土木局緑地部長とし、部会員は別表第 2 左欄の作業部会につき、

それぞれ同表右欄に掲げる職にある者で構成する。 

4 部会長は、必要に応じて部会員による会議（以下この条において「会議」

という。 ）を招集することができる。 

5 会議の議事の進行は、部会長が行う。 

6 部会長は、必要があると認めるときは、会議に部会員以外の者の出席を求

め、説明又は意見を聴くことができる。 

7 会議は、部会員の内から当該会議に必要と認める部会員のみにより開催す

ることができるものとする。 

 

（検討会議の庶務） 

第 7 条 検討会議の庶務は、緑政土木局企画経理課において行う。 

 

 

 



 （作業部会の庶務） 

第 8 条 作業部会の庶務は、別表第 3 に掲げる所属において行う。 

 

（委任） 

第 9 条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営その他必要な事項につ

いては、会長が定める。 

 

 

附 則 

この要綱は、平成 27 年 3 月 26 日から施行する。 

 この要綱は、平成 28 年 6 月 10 日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第 1 

市長 

副市長 

防災危機管理局長 

市民経済局長 

観光文化交流局長 

環境局長 

健康福祉局長 

子ども青少年局長 

住宅都市局長 

緑政土木局長 

消防長 

天白区長 

 

別表第 2 

道路事業廃止作業部会 

 

緑政土木局道路建設部長 

防災危機管理局危機管理企画室長 

住宅都市局都市計画部街路計画課長 

緑政土木局天白土木事務所長 

緑政土木局道路建設部道路建設課長 

交通対策作業部会 緑政土木局路政部長 

市民経済局地域振興部地域安全推進課長 

市民経済局地域振興部主幹（交通安全対策に係る 

連絡調整） 

緑政土木局天白土木事務所長 

緑政土木局路政部主幹（安全・保全） 

緑政土木局道路建設部道路建設課長 

天白区区政部地域力推進室長 

緑地整備作業部会 緑政土木局緑地部長 

市民経済局市民生活部広聴課長 



観光文化交流局ナゴヤ魅力向上担当部ナゴヤ魅力

向上室長 

観光文化交流局観光交流部観光推進室長 

環境局環境企画部環境企画課長 

健康福祉局障害福祉部主幹（障害者差別解消・福祉

都市推進） 

子ども青少年局青少年家庭部青少年家庭課長 

住宅都市局都市計画部都市計画課長 

緑政土木局天白土木事務所長 

緑政土木局道路建設部道路建設課長 

緑政土木局緑地部緑地事業課長 

消防局消防部消防課長 

消防局救急部救急課長 

 

別表第 3 

道路事業廃止作業部会 緑政土木局道路建設部道路建設課 

交通対策作業部会 緑政土木局路政部道路維持課 

緑地整備作業部会 緑政土木局緑地部緑地事業課 

 



新旧対照表 
 

新 旧 
 
別表第 1 

市長 

副市長 

防災危機管理局長 

市民経済局長 

観光文化交流局長 

環境局長 

健康福祉局長 

子ども青少年局長 

住宅都市局長 

緑政土木局長 

消防長 

天白区長 
 

別表第 2 

道路事業廃止作業部会 緑政土木局道路建設部長 

防災危機管理局危機管理企画室長 

住宅都市局都市計画部街路計画課長 

緑政土木局天白土木事務所長 

緑政土木局道路建設部道路建設課長 

交通対策作業部会 緑政土木局路政部長 

市民経済局地域振興部地域安全推進課長 

市民経済局地域振興部主幹（交通安全対策に係る連絡調整） 

緑政土木局天白土木事務所長 

緑政土木局路政部主幹（安全・保全） 

緑政土木局道路建設部道路建設課長 

天白区区政部地域力推進室長 

緑地整備作業部会 緑政土木局緑地部長 

                 

市民経済局市民生活部広聴課長 

観光文化交流局ナゴヤ魅力向上担当部ナゴヤ魅力向上室長 

観光文化交流局観光交流部観光推進室長 

環境局環境企画部環境企画課長 

健康福祉局障害福祉部主幹（障害者差別解消・福祉都市推進） 

子ども青少年局青少年家庭部青少年家庭課長 

住宅都市局都市計画部都市計画課長 

緑政土木局天白土木事務所長 

緑政土木局道路建設部道路建設課長 

緑政土木局緑地部緑地事業課長 

消防局消防部消防課長 

消防局救急部救急課長 
 

 

別表第 1 

市長 

副市長 

         

市民経済局長 

         

環境局長 

健康福祉局長 

子ども青少年局長 

住宅都市局長 

緑政土木局長 

消防長 

天白区長 
 

別表第 2 

道路事業廃止作業部会 緑政土木局道路建設部長 

              

住宅都市局都市計画部街路計画課長 

緑政土木局天白土木事務所長 

緑政土木局道路建設部主幹（道路・都市環境等） 

交通対策作業部会 緑政土木局路政部長 

市民経済局地域振興部地域安全推進課長 

市民経済局地域振興部主幹（交通安全対策に係る連絡調整） 

緑政土木局天白土木事務所長 

緑政土木局路政部主幹（安全・保全） 

緑政土木局道路建設部主幹（道路・都市環境等） 

天白区区民生活部まちづくり推進室長 

緑地整備作業部会 緑政土木局緑地部長 

市民経済局文化観光部観光推進室長 

市民経済局市民生活部広聴課長 

                           

                    

環境局環境企画部環境企画課長 

健康福祉局障害福祉部主幹（障害者差別解消・福祉都市推進） 

子ども青少年局青少年家庭部青少年家庭課長 

住宅都市局都市計画部都市計画課長 

緑政土木局天白土木事務所長 

緑政土木局道路建設部主幹（道路・都市環境等） 

緑政土木局緑地部緑地事業課長 

消防局消防部消防課長 

消防局救急部救急課長 
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防災機能の確保 

代替案の作成 

道路ネットワーク機能の確保 

代替案、課題解決策の作成 
各
機
能
の
統
合
・検
証 

機能確保に関する緑地整備作業部会との調整 

道路事業廃止作業部会の検討状況（平成２８年５月現在） 

各種調査の実施 
 

    ［調査項目］ 

     ・交差点交通量 ・幹線道路構造調査 

     ・渋滞状況調査 ・平均速度調査                         

集計、分析と課題の把握 

資料２ 

調査範囲の検討 

防災機能の確認 

＜凡例＞ 

平成27年度の検討内容 

代替手法の検討 

調査内容の検討 平成28年度の検討予定 

主な調査箇所 
主な調査路線 

（近日予定） 



緑地整備作業部会の検討状況（平成２８年５月現在） 

 

基本計画素案の作成 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

基本計画の 

策定 

 

 

 

【ユニバーサルデザイン】アクセス・バリアフリー化の検討、 
「リハビリや活動の場」の内容検討、意見聴取 

【キャンプ場】アクセスの検討、キャンプ場施設の検討、 
安全確保の検討 

 
【緊急対応】緊急車両通行の検討、火災予防対策の検討、 
災害対策の整理、傷病者対応の検討 

【新しい名所となる仕掛けづくり】ｾｰﾙｽﾎﾟｲﾝﾄ・ﾀｰｹﾞｯﾄの設定、
ＰＲの検討、インフラ整備の検討、住民との連携 

 

＜緑地整備案の検討＞ 
 

【緑地整備】緑地全体計画の検討、道路部分の活用検討、 
供用区域との整合検討、整備プログラムとの整合検討 

【環境】生態系への影響評価、湧水地点の保全検討、 
土壌汚染リスクへの対応 

地元および各種団体からの意見聴取 

 

有識者委員会 

 

意見聴取方法の検討 

前提条件の整理 

○相生山緑地の位置、敷地形状 

○行政目標の中の位置付け 

○相生山緑地周辺の土地利用の歴史的経緯 

○相生山緑地内にある歴史文化資産等 

○道路部分の活用 

○相生山緑地の自然環境（地形・地質、植物、動物） 

植物・動物についての既往の研究成果・調査資料の収集及び 

整理 

○相生山緑地を取り巻く環境 

（人口、公園緑地の配置、交通網、土地利用） 

○用途地域等の都市計画条件 

事例調査 

○自然環境を保全・活用した公園 

○障がい者のリハビリや活動の場 

○キャンプ場 

○建設済みの道路部分の活用に参考となる事例 

平成27年度の検討内容 

＜凡例＞ 

基本方針 配置計画 動線計画 施設計画 

【主な検討項目】 

平成28年度の検討予定 

資料３ 



交通対策作業部会の検討状況　（平成２８年５月現在）

対策ステップ 平成２８年度 対策の実施内容・箇所 

 ステップ１  地元との連携体制をつくる 

 ステップ２  課題を知る 

 ステップ３  対策案を考える 

○ 対策前の交通状況調査を行います    近日予定 
 
 

 ステップ４  対策を実施する 

○ 対策工事を実施します     ７～８月予定 
 
 

○ 集計、分析して課題の把握及び検証を行います 
 
 

 ステップ５  対策の効果を検証する  

○ 対策後の交通状況調査を行います    ９月予定 
 
 

資料４ 

○ 連携の体制（協議会等）について検討します 
 
 ○ 協議会員以外の地元の方の意見を反映する方法を検討します 
 
 

○ 地区の道路で、問題や不安に感じていることや場所について意見を出し合います 
 
 
○ これまでの調査結果と併せて、課題を具体的に整理し、共有化します 
 
 

○ 対策を行う場所と手法を検討し、対策を決定します 
 
 

平成２７年度の検討内容 

平成２８年度の検討予定 

＜凡例＞ 

＜凡例＞ 

対策範囲入口の明確化 

（１７か所） 

交差点付近の明確化（区画線） 

（９か所） 

交差点の明確化（カラー化） 

（４か所） 

通学路 対策及び検証範囲 


